
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あきらめないで 
全国一斉 

養育費相談会 
～ 法律改正により、養育費の支払いが強化されます！～ 

０１２０-５６７-３０１ 

９/７(土) １０：００～１６：００ 

岡山県司法書士会館 ２階 

（岡山市北区駅前町二丁目２番１２号） 

岡山駅から徒歩約６分  専用駐車場あり（台数限定） 

■ ご相談中は無料で託児をご利用いただけます。 

■ 事前にご予約いただいた方が優先となります。 

    下部記載の電話番号またはＬＩＮＥでご予約ください。 

     予約受付時間 ８：００～２０：００ 

 

フリーダイヤル 

２０１９年 

岡山県青年司法書士協議会では、上記の相談会の他に、電話とＬＩＮＥによる相談を受け付けています。 

■ 電  話  ☎ ０５０-５５３２-５９３２  相談対応時間 毎週木曜日 ２０：００～２２：００   

■ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ   「@hnd4319p」を検索、または右のＱＲコードを読み込んで、友達追加をしてください。 

 

（全国共通・当日のみ） 

相談無料 

日  時 

電話での相談 

面談での相談 

秘密厳守 

（主催）全国青年司法書士協議会・岡山県青年司法書士協議会 



 

養育費についてお困りではありませんか？ 

養育費は子どもたちの健やかな成長のために大切な、子どもの権利です。 

お子さまのためにしっかりと養育費について取り決めをしましょう。 

養育費に関する下記のようなお悩みや、その他気になることをご相談ください。 

（例） □ 離婚までに養育費の取り決めをしませんでした。  

□ 取り決めをしたけど口約束だけで… 

□ 一度決めた養育費は変更できませんか？ 

□ 相手とうまく話し合えるか分かりません。 

□ 結婚はしていないけど子どもがいます。 

 

  本年５月１０日に民事執行法の改正が国会で成立しました（１年以内に施行）。 

裁判所へ申し立てることで、相手方の財産等を調査することができるようになります。 

これにより、養育費の支払いが滞った場合に、財産の差押えがしやすくなります。 

 

相談は無料、秘密は厳守します。 

 

 

〈〈 電話相談 〉〉 

□ 担当の相談員に転送されます（当日のみ）。 

□ つながらない場合は、お手数ですが時間を置いて再度おかけ直しください。 

〈〈 面談相談 〉〉 

□ 事前に予約された方が優先となります。ご予約の際は下記までご連絡ください。 

   電話での予約 ：０５０－５５３２－５９３２ （受付時間 8：００～２０：００） 

   LINEでの予約：「@hnd4319p」を検索、または右のＱＲコードを 

読み込んで友達追加をしてください。 

□ お子さま連れの方はご相談中、託児をご利用いただけます（無料）。 

 

司法書士は、あなたの身近な法律家です。 

お気軽にご相談ください。 

岡山県青年司法書士協議 会 

お父さま  お母さま  へ 

〈〈 法律改正とは？ 〉〉 


